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１　はじめに
　特許法は、発明が進歩性を有することを特許要件
の一つとしています。その趣旨は、当該発明の分野
における通常の知識を有する者（当業者）が容易に
発明できたようなものに対して特許権という独占権
を付与することは、技術進歩に役立たないのみなら
ず、かえってその妨げになるので、そのような発明

は特許付与の対象から除外するということです。進
歩性は特許法の体系の中で重要な位置を占めており、
実務上も、特許権取得の可能性、あるいは成立した
特許の有効性の検討において、もっとも多く問題に
なります。
　進歩性判断は、出願時の技術水準を前提に、当業
者という仮想の主体を想定したうえで、当業者が
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「容易に発明をすることができた」か否かを判断主体
が決めるというものであり、個々の技術についての
判断は実際には容易ではありません。進歩性の判断
については、知財高裁判決において論理づけの重要
性が説かれ、特許庁の審査基準においても、進歩性
判断をより客観化するためにかなり精緻な枠組みが
提示されています。今回は、その中であまりまとめ
て取り上げられることのない「設計事項」について
考えてみることにします。

２　進歩性判断の枠組み
　「設計事項」を考える前に、まず、進歩性判断の一
般的枠組みを確認しておくことにします。

（１）条文の構造

特許法29条２項は「特許出願前にその発明の技
術的分野における通常の知識を有する者が前項各
号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすること
ができたときは、その発明については、同項の規
定に拘わらず、特許を受けることができない。」と
規定しています。前項各号に掲げられた発明とは、
特許出願前に「公然知られた発明」（１項１号）、「公
然実施された発明」（同２号）、「頒布された刊行
物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公
衆に利用可能となった発明」（同３号）です。つま
り、１項１号から３号のいずれかの態様で公知と
なっている「発明」に基づいて容易に推考（想到）
できた発明は、進歩性を欠如し、特許権が付与さ
れないということです。

（２）進歩性判断の一般枠組み

特許法の定める進歩性の要件はやや抽象的です
が、実務では、概ね以下のような手法で進歩性が
判断されています。
①本件（願）発明の認定
②引用発明（進歩性判断において対比される公知

の発明）の認定
③本件発明と引用発明との一致点及び相違点の認

定
④相違点について判断

この判断枠組みの中で、①〜③は、公知となっ
ている発明から当業者が容易に発明をすることが
できたか否かという進歩性判断の前提であり、そ

のどこかに誤りがあれば、通常は、④の判断も誤
りということになります。④は、進歩性判断の中
で最も重要な部分であり、副引例、周知技術、技
術常識等に基づいて、本件発明と引用発明の構成
における相違点を埋めて（この言い方は適切では
ありませんが）、本件発明の構成に至ることがで
きるかと判断です（推考容易性、容易想到性など
という。）。この判断は、その性質上、評価的判断
なので、問題となる技術の内容や技術水準なども
絡んで、定型化になじまない部分ということにな
ります。昨今の進歩性の議論においては、この④
の判断をできる限り客観的で論理的なものにしよ
うとする試みがなされています。

（３）特許庁の審査基準

特許庁の審査基準には、「進歩性の判断」につい
て次のように記載されています（括弧書きのタイ
トル等は筆者）。
＜一般的な判断方法＞

（論理づけの必要性、総合的評価）

「審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断
を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る
発明を容易に想到できたことの論理の構築（論理
付け）ができるか否かを検討することにより行う。 
当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたか
否かの判断には、進歩性が否定される方向に働く
諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実
を総合的に評価することが必要である。そこで、
審査官は、これらの諸事実を法的に評価すること
により、論理付けを試みる。」

（出願時の技術水準の考慮）

「論理付けを試みる際には、審査官は、請求項
に係る発明の属する技術分野における出願時の技
術水準を的確に把握する。そして、請求項に係る
発明についての知識を有しないが、この技術水準
にあるもの全てを自らの知識としている当業者で
あれば、本願の出願時にどのようにするかを常に
考慮して、審査官は論理付けを試みる。」

なお、審査基準の注において、「技術常識」とは
当業者に一般的に知られている技術（周知技術及
び慣用技術を含む）又は経験則から明らかな事項、

「周知技術」とはその技術分野において一般的に知


